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10月は食生活改善普及月間です。 
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　浦添市には食生活改善推進員（ヘルスメイト）と呼ばれ

る方々がおり、健康づくりのための世話役・案内役として

ボランティア活動をしています。日頃は地域で活動してい

ますが、年に１回「うらそえ食生活展」を市役所１階で開

催し、食生活改善のポイントについての情報発信もしてい

ます。今年は、11月11日(日)のボランティアまつりと同日

に開催する予定です。この機会にヘルスメイトと一緒に食

生活と健康について見直してみませんか？ 

　また、市保健相談センターでは、管理栄養士による妊婦・

乳幼児・成人・高齢者等の個別相談を無料で行っています。

健診結果が気になる方は是非結果をお持ちの上、お気軽に

お越しください。 

　実施日：第２・第４火曜日 

　　　　　（予約制・電話申込み） 

　場　所：浦添市保健相談センター 

　時　間：午後１時～４時 
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●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217） 
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265） 
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318） 

市県民税  第３期分の納期限は、 市県民税  第３期分の納期限は、 休日納税相談窓口 休日納税相談窓口 

10月31日（水）です。 
忘れずに納めましょう！ 

ご相談予定の方は、事前に納税課までお問い合

わせください。 

日時：10月21日（日） 午前９時～午後５時 

場所：納税課 窓口（市役所本庁舎２階） 

※対象は、市県民税、固定資産税、軽自動車税です。 

今月の市税だよりは、固定資産税についてお知らせします。 

■固定資産税の評価について 
　固定資産税の対象となる土地や家屋については、原則として基準年度（３年ごと）に評価替えを
行い、賦課期日（毎年１月１日）現在の価格を固定資産台帳に登録します。第二年度および第三年
度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。（平成24年度は基準年度に当たります。） 
　※ただし、第二年度または第三年度において、次に掲げる土地や家屋については新たな評価を行い、
　　価格を決定します。 
 
 
 
 

■土地や家屋に変更がある場合の届出 
　資産税課では次年度の課税に向けて、毎年１月１日現在の土地や家屋の状況を調査し、適正かつ
公平な課税を行うよう努めていますが、土地の地目を変更した場合や家屋を増築したり、取り壊し
た場合には、申告手続が必要です。 
　また、住宅を建て替える場合には、課税標準額（税額を算定するための基礎数値）を評価額の6分
の1または3分の1とする住民用地の特例措置が引き続き適用される場合があります。 
詳しくは資産税課までお問い合わせください。ご協力よろしくお願いします。 

■固定資産を所有している方が、死亡した場合の届出 
『相続人代表者指定届』・・・必要となるもの(相続人の印鑑)　　　　 
この届出は、全相続人の中から納税通知書等の書類受領などをする代表者を届け出るものです。 
相続放棄などの相続人を限定するものではありません。 

■固定資産を所有している方が、県外または海外に転出される場合の届出 
『納税管理人設定申告書』・・・必要となるもの(納税義務者、納税管理人の印鑑) 
納税管理人とは，本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う者をいいます。また，
納税通知書等も納税管理人の方にお送りします。 
固定資産税に関する諸手続の申請書は、資産税課の窓口または浦添市のホームページから
ダウンロードすることができます。 

①新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋 
②土地の地目（宅地、雑種地、畑等へ）の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格による 
　ことが適当でない土地または家屋 
 


